
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私売出しの取扱い
・上場有価証券等の売出し

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理

円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。

・外貨建債券（円貨決済型）の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建債券（円貨決済型）の売買の媒介、取次ぎ又は代理

外貨建債券（円貨決済型）に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建債券（円貨決済型）のお取引については、以下によります。

・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金のための手続き

個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、
当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される
円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。

・預り金、預り有価証券の無いお客様からのお取引（2008年 1月 4日から実施）、新規に口座を開設してのお取引、約定代金が3,000万円
以上のお取引、また、手元にお持ちの有価証券のお取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、
または有価証券の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

・上記以外のお取引で、代金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけ
なかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を郵送にてお客様にお渡しいたします。


